


（仮訳） 

在ベトナム日本国大使館 

No.JF：501/2021 

 

在ベトナム日本国大使館は，ベトナム社会主義共和国労働・傷病兵・社会問題

省に対し敬意を表するとともに，労働法政令第 152 号改正に係る本使からダオ・

ゴック・ズン大臣宛の書簡（2021 年 4 月 6 日付）に関して，以下のとおり要請す

る光栄を有する。 

 

本使書簡（２）について、日本の法令上、大学を卒業した者に対し、学士の学

位を授与するものとしている。大学から学士の学位を授与された者は、卒業後で

も進学や就職等のために、申請をすれば大学から卒業証明書を発行されることと

なる。日本の大学の卒業証明書は卒業証書と同じく学位を証明するものであるた

め、労働許可証の申請に際し、学位を証明する書類として日本の卒業証明書も受

理願いたい。 

 

【参考：学校教育法第104条】 

第104条第1項 大学（専門職大学及び第108条第2項の大学（以下この条において

「短期大学」という。）を除く。以下この項及び第7項において同じ。）は、文

部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授

与するものとする 

 

 

以上を申し述べるに際し，在ベトナム日本国大使館はベトナム社会主義共和国

労働・傷病兵・社会問題省に対し，改めて敬意を表する。 

 

ハノイ，2021 年 6 月 14 日 

 

 

 

 

宛先：ベトナム社会主義共和国 労働・傷病兵・社会問題省 雇用局 

写し：ベトナム社会主義共和国 労働・傷病兵・社会問題省 国際協力局 


